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議 会 の 動 き を み な さ ま に お 伝 え し ま す

公共施設の指定管理者が決まりました

●12 月の議案（P9~11） 
    市民会館など公共施設の指定管理者の指定／ 
    鶉野飛行場払い下げ費用、ホテル誘致調査委託料を含む補正予算 
● 補正予算の修正案、討論（P12~13）
● 水道施設耐震化への支援の充実・強化等を求める意見書を可決（P14） 

羅 漢 さ ん もにっこり
北条小歴史ガイド隊、文部科学大臣表彰受賞
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12月定例会

質疑・一般質問

質　疑

審議の様子は、インターネット中継や会議録検索システム（２月下旬掲載予定）にて
ご覧いただけます。

12 月９日、10 日の本会議では、質疑 4 名、一般質問 11 名の議員が
議案や市政全般にわたり活発な質問を行いました。（発言順に掲載）

 

鶉野飛行場跡地の払い下げ用地購
入費について

問 鶉野飛行場跡地の払い下げ
における問題点と今に至る

経緯について。

答 平成３年に払い下げ要望の
意思表示を行い、防衛省や

財務省とそれぞれ協議を行ってき
たところです。その中で、コンク
リート舗道の取り扱いや、暗渠排
水の状態、市の土地利用計画の妥
当性や公共性、払い下げの価格等
の課題がありました。

これらの問題に対応するため
に、平成 24 年度から、それまで
個別に行っていた協議を３者で実
施し、市としては、暗渠排水の状
況調査や整備計画をまとめるな
ど、一つ一つ解決策を積み上げて
きたところです。

平成 27 年度末の払い下げ期限
を目標に、３者が担うべきことを
担い、工程管理を行いながら今日
に至っているものです。

問 払い下げ価格（6,130 万円）
の根拠について。

答 土地面積は、既に市道敷地
として共有している部分を

無償譲渡対象として除いた、5 万
4,187.83 平方メートルであり、価
格については、判定基準日を設定
し、更地価格や現地の特殊性を加
味した条件で市が不動産鑑定を行
い算出しています。

問 跡地利用の計画について。 

答 鶉野地区都市再生整備計画
として、本年度から平成 31

年度までの５カ年で整備する計画
です。

具体的には、周辺を３つのゾー
ン（①鶉野飛行場跡地ゾーン②戦
争遺産群ゾーン③法華口駅ゾー
ン）に分けて整備する予定です。
①については、地元の方の声をい
ただきながら、主に防災拠点とし
ての基本設計を、②については防
空壕や機銃座などの詳細設計を
行っているところです。

■その他の質問項目
・ 議案第 82 号
・ 議案第 85 号・86 号

平成 27 年度加西市一般会計補正予算 
（第３号）について       （議案第 92 号）

森元　清蔵  議員
（21 政会）
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質　疑

質　疑

 

企画費（鶉野飛行場の払い下げに
ついて）

問 飛行場払い下げの今後の予
定について。

答 防衛省で財産の用途廃止の
手続をした後、財務省へ引

き継がれることになります。その
後、財務省から国有財産近畿地方
審議会に諮問し、答申を受け、売
り払いの可否が決定されます。こ
こで売り払いが認められると、払
い下げ価格を決定し、契約締結の
手続になります。その際、財産の

取得に関する議会の議決が必要に
なり、改めて議案として上程しま
す。

問 飛行場跡の土地取得費に
6,130 万円が計上されてい

るが、国が別の価格を示すことも
考えられるか。

答 6,130 万円は加西市が不動
産鑑定を行い算出したもの

です。国は、国側で鑑定を行い、
価格を決定します。市と国の価格
に若干の差はあると思います。

問 ふるさと創生基金からその
費用を充てる理由は。

答 飛行場跡を歴史遺産として
活用するため、資料館や防

空壕観光、防災拠点などの幅広い
事業が予定をされており、ふるさ
と創生基金が財源にふさわしいと
判断しました。

商工振興費（ホテル誘致のための
調査委託料）について

問 これまでもホテル誘致の議
論はされてきた。一般的に、

加西市にそれだけの宿泊需要があ
れば、そこまでしなくても、事業
者が需要を見て建設する。自治体
が誘致するとなれば、相応の支援
をしないといけない。どう考える
か。

答 全国を見ると、加西市のよ
うな郊外という立地条件で

も宿泊施設があります。郊外にホ
テルを建てるには、自治体が誘致
し、支援策を打ち出すのが一般的
だと思います。どのような支援が
妥当なのか、費用対効果を考える
ために調査が必要です。進出した
い業者があれば、そのような調査
も進出の一要因になるのではない
かと思います。

鶉野飛行場の払い下げについて

問 防衛省と取り交わした条件
等について。

答 公共随契による取得を目指
していることや、財務省が

国有財産近畿地方審議会に諮問
し、売り払いの可否が判断される
ことなどから、具体的な公共性の
ある土地利用計画を示すことや、
市が直接関与して土地を有効に活
用することなどが、防衛省・財務
省・加西市の３者協議において求
められています。

問 今後の周辺整備計画と防衛
施設周辺整備事業の補助活

用について。

答 地域の方や専門的な分野の
方を交えたワークショップ

を開催しており、ご意見をいただ
きながら具体的な資料館の形を示
していきたいと思っています。

また、飛行場跡地が防衛財産で
なくなった場合、当然補助の名目
が成り立たなくなりますが、青野
ケ原駐屯地や演習場の一部が加西
に位置しており、この関係性に基
づいた補助を要望していきたいと
考えています。

宿泊施設誘致・調査委託料 500 万
円について

問 市が独自で調査することは
できないのか。

答 特殊性に加え、特に経済波
及効果等については、市の

中では難しいと考えています。現
在の職員体制や業務の効率性を総
合的に判断した場合、委託業務が
妥当と考えます。

問 商工会議所の考え方につい
て。

答 市内の企業、産業団地の入
居企業などの事業拡張に伴

う、ビジネス客対応型の宿泊施設
の需要が増大していることや、滞
在型の観光施策を展開するため
に、宿泊施設の整備について取り
組んでほしいという要望書を受け
ています。今後、市と商工会議所
はさらなる連携を図り、宿泊施設
の誘致に向けて取り組んでいきた
いと考えています。

■その他の質問項目
・ 議案第 89 号・90 号　指定管理

者の指定について

　　　　深田　真史  議員
（加西の新しい未来を創る政策研究会）

黒田　秀一  議員
（自民の風・誠真会）

平成 27 年度加西市一般会計補正予算 
（第３号）について       （議案第 92 号）

平成 27 年度加西市一般会計補正予算 
（第３号）について       （議案第 92 号）
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一般質問

一般質問

問 少子高齢化は人口減少に拍
車をかけている。地域が継

続的に繁栄していくために、少子
化対策は加西市のみではなく、日
本にとって喫緊の課題である。そ
こで、婚活事業のこれまでの経過
と成果についてお尋ねしたい。

答 婚活を民間事業者に委託す
る①カップリング民活事業

と、市が婚活事業を行う場所や物
件を提供する②婚活コラボ事業の
２本立てで進めています。

①カップリング民活事業では、

H25 年度（３回）は 20 組（男性
111 名、女性 80 名参加）、H26 年
度（５回）は、23 組（男性 83 名、
女性 77 名参加）のカップルが成
立しました。

②婚活コラボ事業では、H25 年
度（２回）に 17 組（男性 48 名、
女性 41 名参加）、H26 年度（２
回）は７組（男性 41 名、女性 33
名参加）成立しており、結婚され
たカップルがあるかもしれません
が、現時点での報告はありません。

問 少子化対策も含めた今後の
計画について。

答 地域創生戦略の目標の一つ
に人口増対策として、安心

して結婚、出産、子育てができる
環境をつくることを位置付け、積
極的に自然増対策を実施していく
計画となっています。

具体的には、子育て支援施策を
はじめ、住宅供給、あるいは就労

支援といった幅広い施策を今後 5
年間で集中的に実施し、まず子育
て世代等の社会増を図り、結果と
して合計特殊出生率の分母となる
女性の増加につなげていきたいと
考えています。

今後は具体的な予算規模や事業
効果に十分配慮しつつ、自然増対
策につながるよう効果的な事業実
施を検討していきたいと考えてい
ます。 
 
提案 現在、晩婚化が少子化の

一因になっていると考える。結婚
平均年齢が男女合わせて 60 歳く
らいだが、平均よりも若く結婚し
たカップルには市から経済的な支
援をするというのはいかがか。

■その他の質問項目
・ ふるさと納税業務委託について
・ 地域主体型公共交通について

婚活・少子化対策事業について

問 市長の公約である未来型児
童館の整備状況について。

答 市街地のアクセスの良い場
所に、妊娠から出産、子育

てまでの切れ目のない支援を行
い、乳幼児や小学生も含めた子供
の遊び場や居場所づくりのための
施設整備を考えており、現在、庁
内関係部署における協議と、国庫
補助金の活用を図るために、県を
通じて国との調整をしているとこ
ろです。

また、12 月中に幼児園等の保
育施設を利用する保護者に対して

アンケートを実施し、子ども・子
育て会議に諮って施設の概要等を
まとめ、今年度末には新たな児童
館構想の原案ができ上がる見込み
です。

問 市内全域から子供たちを含
む若い家族が集まり、ゆっ

たり時間を過ごせる所、また、幼
稚園、小学校の低学年ぐらいの子
供たちが遠足等で来て、遊びなが
ら加西市の歴史文化を学び、高齢
者とも自然に交流ができる場所が
子育ての拠点として理想的である。

そうなると、大型遊具と広い土
地のある玉丘史跡公園に、未来型
児童館、グラウンドゴルフ場、そ
して、地域創生戦略の根日女の森
アート空間を持ってくることも考
えられる。

大勢の人が遊び、勉強し、芸術、
スポーツを楽しめる所に子育ての
拠点施設があるのは理想的環境だ
と思うがいかがか。

答 玉丘史跡公園は市街地に近
く、広大な土地もあること

から、整備が行いやすい好条件の
場所と考えています。立地場所に
ついては、児童館以外の機能につ
いても、どのようなものを併設す
ればより多くの市民にご利用いた
だけるかということ、そして保護
者アンケートや議員のご提案を含
め、幅広くご意見を伺いながら総
合的に判断し、適切に選定したい
と考えています。

■その他の質問項目
・ グラウンドゴルフ場の整備につ

いて
・ 小中学校の懸念される問題につ

いて
・ 保育料・幼稚園保育料の無料化

について
・ 北条鉄道活性化及び人口増施策

等について

未来型児童館について

中右　憲利  議員
（21 政会）

松尾　幸宏  議員
（自民の風・誠真会）
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一般質問

一般質問

問 幼児教育の重要性につい
て、学校備品予算の付け方

について、地域を取り込んだ学校
教育について。

答 幼児教育は大変重要であ
り、加西市としてさまざま

な分野で真剣に取り組んでおり、
今後も幼児園、こども園とともに
幼児教育を進めていきたいと考え
ています。

予算、地域教育についても、学
校とよく相談をして進めていきた
いと考えています。

問 加西市の今後の農業につい
て、どのように考えておら

れるか。

①加西市の農業の現状、②農業
者団体の組織とは、③地産地消に
ついて、④農産物の直売所の計画
について

以上の４項目については地域振
興部長より答弁をいただきました
が、割愛させていただきます。

答（市長）新規就農者を今後
も積極的に進めていきた

い。その第一歩が加西の農業の復
興で、最初に山田錦の作付面積の
拡大で、２年前は 290 ヘクター
ルが、今年度は 520 ヘクタールで、

230 ヘクタールもふえており、加
西市が今まで取り組んできた集落
営農組織を１集落１農場の経営に
し、法人化して集落の農業の将来
像をしっかりと描くことを進めら
れております。

また、新規就農者支援策として
の補助金制度を活用し、６名が対
象となり頑張っておられます。

次に、加西市の農産物の直売所
（道の駅）ですが、人口の流れを

何かの物でつくっていくには、道
の駅は大事なものです。各農家、
家庭でできた野菜が道の駅で直売
できれば、健康で長生きできるこ
とになると思っています。

加西の農業を地域創生の目玉に
し、都会で注目される加西市をつ
くっていきたいと思っています。

教育現状と取り組みについて、ほか

問 鶉野飛行場跡地へのアクセ
ス市道整備について。

答 市道鶉野飛行場線と三木宍
粟線の接続と、市道鶉野門

前線を鶉野飛行場線に振り替えて
の整備を今現在計画中です。ま
た、中野家塚線についても、中野
の交差点またはフラワーセンター
からのアクセス道路となっている
ため、年次計画を立て順次整備し
たいと思っています。さらに、剣
坂野条線も鶉野周辺整備が完了し
ますと交通量の増加が見込まれる
ため、将来にわたって整備する計
画です。

ただ、全ての路線を一気に整備

するとなると、莫大な費用がかか
るため、年次計画をしっかり立て、
5 年～ 10 年の間に整備していく
予定です。

問 加西中学校プール授業中の
安全管理について。

答 生徒は校舎敷地より市道を
歩いて移動しており、その

際には交通安全についても配慮し
ていますが、今後、鶉野飛行場跡
地の整備により、さらに交通量が
ふえることから、交通面、また、
授業面、衛生面あらゆる面からの
安全対策について懸念していると
ころです。

問 加西中学校プール移転計画
について。

答 校舎敷地内へのプール移転
が検討されていましたが、

喫緊の課題であった学校施設耐震
化事業への予算確保が最優先とさ

れたため、移転が実現せずに現在
まで至っています。

今、時代の変遷、費用対効果等
を踏まえ、加西市全体のプールの
あり方について検討する時期に
なったと認識しています。限られ
た予算をより効果が出る施策へ展
開していく必要があるとも考えて
おりますが、今後学校現場との協
議を早急に行いプールのあり方に
ついて検討し、設置すべきと結論
が出た場合は、早急に整備する必
要があると考えています。

■その他の質問項目
・ 加西中学校プール施設の現状に

ついて
・ 鶉野飛行場跡地整備計画の現状

について
・ 鶉野飛行場跡地の整備年次計画

ついて
・ 国道 372 号バイパス計画進捗

状況について

鶉野飛行場跡地整備計画について、ほか

衣笠　利則  議員
（21 政会）

原田　久夫  議員
（21 政会）
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一般質問

一般質問

 
 
 
 
 
 
 

問 平成 11 年（人口約 52,000）
と比較すると、3 つの小学

校区で年少人口（０歳～ 14 歳）
が半数以下に減少している。未来
を担う年少人口の回復をふるさと
創造会議の目標にできないか。

答 みずから過疎対策に取り組
んでいるところもあるが、

行政からの一方的な働きかけでは
難しく、地域と慎重に進める必要
がある。

②子育て世代を呼び込む特色ある
学校運営について

問 土曜日授業の完全復活（全
国で皆無）はできないか。

答 学習指導要領の授業時数は
十分確保し指導しており、

学校・家庭・地域連携のもと、学
校生活では体験できない活動を推
進している。今後も、子供たちの
土曜日がより豊かで有意義なもの
となるよう努める。

③企業を市内に呼び込み、とどめ
る方策について

問 製造業振興特別区の指定を
受け、優良企業の呼び込み

や地元企業の拡張・発展が図れな
いか。また、地域の遊休地や耕作
放棄地を活用した企業誘致ができ
ないか。

答 商工業活性化計画におい
て、産業奨励金の拡充や緑

地規制の緩和などとあわせて、特
別区や地元企業の活力を生かす施

策を検討する。
耕作放棄地は難しいが、遊休地

は特別指定区域制度を活用して、
自前で小規模開発を行う計画もし
ており、短期間での用地開発を進
めたいと考えている。

また、市内企業をとどめるため
に、特別指定区域制度や遊休地活
用等、できることは進んで取り組
み、新たな産業団地も早急に整備
に取り組みたいと考えている。

④次世代モデル農業の次への展開
について

問 脱土地利用型農業のオラン
ダ方式トマト栽培の次の展

開について。

答 今後はイノベーションを誘
発し、これまでにない新し

い商品やサービスの開発、そして、
スケールの大きい創造的事業の展
開を促進する。

問 防犯カメラ設置の取り組み
は。

答 加西市では、本年度より地
域犯罪の発生抑制と市民の

不安解消を目的に、自治会等が自
主的に行う防犯カメラ設置を応援
している。内容としては、県の防
犯カメラの設置補助事業による補
助額（上限８万円）の２分の１、
４万円を上限として市が補助する
ものである。また、これとは別に、
犯罪抑制・抑止・解決・市民生活
の安全を目的として、主要交差点
への防犯カメラ設置を予定してお

り、加西警察と設置場所の協議を
重ねている。年度内に一部設置を
完了し、運用開始する予定である。

問 設置申請の対象団体は。 

答 県としては、まちづくり防
犯グループなど、一定の地

域を基盤として地域に根差した活
動をしていること、活動を行う地
域の世帯住民が自由に加入できる
こと、規約や代表者を決めている
こと等、これら要件をすべて満た
す団体となっており、具体的には
自治会、婦人会、老人会、子供会、
青少年育成団体が該当する。

問 設置に当たり、プライバ
シーの侵害について十分尊

重されているのか。

答 設置地域の合意が前提であ
り、運用規程においても、

設置及び管理責任者の守秘義務が

ある。また、撮影の明示が必要で
あり、記録した映像の保管場所・
保管方法・保管後の消去方法等を
定め、記録した映像は利用・提供
を制限することとなる。また、苦
情処理対応も必要であり、補助に
当たっては、規約を定める必要が
ある。

問 防犯カメラ設置条例の検討
はされているか。

答 地域の合意形成と、地域の
実情に沿った管理運営規程

を設けることを補助の条件として
おり、規約等で内部的に明確化し
ようと検討しているが、条例まで
は考えていない。今後、普及の度
合や住民感情の高まり等を考慮し
ながら、条例も含め検討したい。

■その他の質問項目
・ 市道の整備状況について

防犯カメラ設置について

① 校区ふるさと創造会議の目標値の設定について

植田　通孝  議員
（自民の風・誠真会）

長田　謙一  議員
（21 政会）
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一般質問

一般質問

問 昭和 42 年４月１日に、北
条町・泉町・加西町の３町

が合併して現在の加西市が誕生
しました。平成 29 年に迎える 50
周年は、２期目となる西村市政が、
人口減少に歯止めをかけ、5 万人
都市に挑戦するという非常に困難
な目標を掲げる重要な時期とも重
なり、特別なものと考えます。

そこで、現在計画されている記
念事業についてお聞かせくださ
い。

答 50 周年は１世紀のちょうど
半分であり、100 周年と同

様に重要と考えています。
構想としては、50 年を振り返

りながら今後の 50 年をさらに展
望し、「先人の功績に感謝しなが
ら未来の子供たちに残せる加西を
つくろう」とのメッセージを伝え
る DVD の作成や、大規模改修後
の文化ホールのこけら落としもそ
のあたりであるため、既にある公
共施設を活用した記念事業、そし
て、式典においては、市政功労者
等に加えて、50 周年ならではの
草の根の視点による表彰などを検
討しています。

問 記念事業においては、北条
鉄道の活用や、払い下げが

計画をされている鶉野飛行場跡
地、文化ホールのリニューアルと
タイミングが重なりますので、そ

の点ぜひ生かしていただければと
思います。

また、50 年は中間点であり、
新たなスタートでもあります。か
つて合併した３町それぞれが、今
後、地域をどのように変えていく
のか、つくっていくのかを含めて、
目指す方向性を示しながら、より
良くつながっていければと考えま
す。見解をお聞かせください。

答 地域の特色を生かした記念
事業をはじめ、市民の方か

らご意見をいただくことなども幅
広く検討しながら、各地域地域、
一人一人が参加意識を持てるよう
な記念事業を実施したいと考えて
います。

■その他の質問項目
・ 農地・緑の保全について
・ 加西の強みについて

問 先の議会で、中小企業振興
条例の制定について取り上

げましたが、2010 年に中小企業
憲章が、14 年に小規模企業振興
基本法ができました。

改めてこの内容について自治体
の役割も含めてお尋ねします。

答 同法は平成 26 年６月に公
布されており、小規模企業

の活力発揮の必要性が増大してい
ることから、国・地方公共団体、
支援機関が相互に連携して、着実
な事業の運営ができるように支援

をしていくことになっています。
自治体の責務としては、商工会

議所と連携を図り、さまざまな補
助金や金融等の施策に関する情報
提供と同時に、金融機関などとも
協力をして、小規模事業者の事業
運営を活性化する支援体制を構築
することです。

問 兵庫県でも、議員提案で振
興条例ができたことが報道

されました。条例制定について、
進んでいるのかお尋ねしたい。

答 平成 28 年度を目処に、加
西市商工業振興条例の制定

と、加西市商工業活性化計画の策
定を計画しています。

振興条例については、商工業が
地域経済の発展に果たす役割を明
確にし、地域経済の発展、雇用の
促進により市民生活の向上を目指
したいと考えています。

また、市内の中小企業、小規模
企業の状況を調査し、現状と課題
を把握した上で、加西市商工業活
性化計画を策定し、加西市の地域
特性を生かして将来にわたって持
続可能な地域経済の活性化を図る
とともに、市民生活の活力に寄与
する基本的な方向性と具体的な取
り組みを示していきたいと考えて
います。 
 
要望 商工会議所をはじめ、中

小企業の皆さんのアンケート等も
実施しながら、実質的な内容のあ
る中身にしていただきたい。

■その他の質問項目
・ 総合計画の見直しについて
・ 住宅問題について
・ 地域医療構想と機能別病床数に

ついて

土本　昌幸  議員
（公明党）

小規模業者の課題について

市発足 50 周年に向けて

井上　芳弘  議員
（日本共産党）
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一般質問

一般質問

問 平成 26 年１月から中学校
の給食も実施され、生徒や

保護者から感謝の声が聞かれてい
るところであり、本当に感謝を申
し上げます。

北条東、北条小学校の校長を
していた時は、学校給食費は小
学校で 3,800 円だったと思います
が、現在一月あたり、小学校で平
均 4,036 円、中学校で 4,295 円と、
近隣の小野市や加東市などより高
くなっているようだが、これをど
う考えておられるか。

答 現在、加西市の給食費は、
小学校が月額 4,100 円、中

学校が 4,400 円であり、これは県

内のほぼ平均的な単価となってい
ます。一方、北播磨管内の平均単
価で見た場合には、加西市は少し
高いかという状況です。

加西市では、副食について以前
から３品を基本としており、加え
てデザート類をつける回数も多い
ため、他市より高くなっています。

問 給食費が高いというのはイ
メージが悪い感じがします

し、安いということが、加西市と
してはアピールできると思いま
す。そこで、光熱水道費のうち、
市がガス代を負担できないかと思
うがいかがか。

答 県内にはガス・電気・上下
水道代を給食費に含む市も

一部あると確認していますが、当
市では、ガス代は給食調理に直接
かかわる燃料費であるという観点
から給食費に含んでいるところで
す。

問 一食あたり 10.9 円、月 218
円のガス代分が安くなれ

ば、小学校で 3,818 円、中学校で
4,077 円と、小野市などと同じぐ
らいの金額になると思うがどう
か。

答 食材の一括購入等で食材
の単価を下げており、メ

ニューの品数と内容を変更して安
くする方法も現時点ではなかなか
考えられないのが現状です。

そのため、安くするのではなく、
消費税が 10％になるとされてい
る平成 29 年４月に、加西市は給
食代を値上げはしないという方針
を以前から表明しているところで
す。実質的にはガス代を公費負担
とすることになります。

■その他の質問項目
・ 学校施設（プール）のあり方に

ついて
・ 学校図書本について

問 年間約 20 ～ 30 万人が訪れ
ていた施設を生かそうとし

てこなかった加西市ですが、今後
の青野運動公苑については。

答 地域の活性化、スポーツの
普及振興等に資する重要施

設と認識しております。今まで加
西市は何もやってこなかったが、
今後できる限りの協力は行ってい
きたいと考えております。

問 根日女の温泉の湯の利活用
については。

答 今後の課題として、大きな
発展の可能性のプロジェク

トがあるのか、民間の力も活用し
ながらうまく運営できればと思い
ます。既にある施設ではあります
が、改めて 1 つの可能性として
今後考えたいと思います。

問 交通量の多い「県道野上河
高線」について幅員整備が

必要では。

答 加東土木事務所は、危険な
箇所を時間をかけて直して

いこうというふうな計画。今後は
地元の方と協議をし、計画的に整
備したいと思っております。

問 非常に利用率が高い「高速：
泉バス停」駐車場に防犯カ

メラや看板の設置をお願いした
い。

答 今後は、看板設置や防犯カ
メラ設置も前向きに検討し

てまいりたいと思っております。

問 加西市の北分署と南分署が
16 年度から出張所へと名称

変更するが、地域の人は不安を覚
えている。いわゆる格下げで市民
生活の住民サービス低下などはな
いか。

答 あくまでも名称変更で機材
や人員体制についてはかわ

りません。北播磨管内統一した名
称変更で、消防力の低下にはつな
がらないということでございま
す。

■その他の質問項目
・ 教育行政について
・ 介護福祉と人口増対策について
・ 環太平洋連携協定（TPP）につ

いて

安全・安心で魅力ある街づくりについて

丸岡　弘満  議員
（自民の風・誠真会）

学校給食費の減額について

織部　徹  議員
（21 政会）
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委員会審議

問 情報の流れについて。 
（グループホーム利用者の家賃負担軽減事務）

答 これまで申請時に義務付けられ
ていた所得証明書が、番号利用

によって省略可能となります。取得し
た情報は、市が把握することまでを目
的としており、関係省庁等に送付する
ものではありません。 
 
意見 マイナンバー自体に様々な個

人情報が付加されるかのような誤解もいまだに多く、関
連した犯罪も発生している。引き続き丁寧な説明が必要
である。 
 

 
討論【反対】 マイナンバーの情報は、分散管理を行う

など慎重な対応がされているものの、100％の対応は難
しいとの専門家の意見もある。今後、小規模事業者も利
用していくなかで、漏えいが疑われる場合の対応や責任
の所在など、漏れることを前提とした仕組みを構築しな
ければ、大きな問題につながる。通知カードが届いてい
ない方もいるような段階で、自治体が独自利用を拡大し
ていくことが正しいのか疑問である。

 

加西市では、サービスの向上と経費の節減を図るため、
一部公共施設の運営管理を民間事業者に委ねており、期
間満了を迎える施設について、新たに管理者の公募を行
い、議会の議決を得ようとするもの。 
 

問 指定管理は業者への丸投げとは異なるのか。 

答 指定管理者制度とは、施設の設置者である地方自
治体が、使用許可等の権限を含めて管理を代行さ

せ、それを監督するものです。
例えば、公園内で子供が事故にあった場合などの対応

と第一義的責任は、損害賠償責任保険への加入を定めて
いる指定管理者が担い、最終的には加西市が設置者とし
ての管理義務と責任を負うことになります。

問 市民会館は耐震改修工事のため、
一定期間使用できないところが

出てくるが、契約内容はそれを想定し
たものなのか。

答 指定管理については、「全体の協
定書」と、年度ごとの「年度協定

書」を取り交わすこととしており、耐
震工事等の場合には、維持管理費や従
業員数の削減等を考慮して、管理範囲
や金額を協議していきます。

議案第 81 号　被用者年金制度の一元化等を図る 
                               ための厚生年金保険法等の一部を 
                               改正する法律の施行に伴う関係条例 
                               の整理に関する条例の制定について

共済年金が厚生年金に統合されることに伴い、一元
化後に新規裁定される共済年金受給者に、同一理由に
より公務災害に係る年金及び休業補償を支給する場合
の調整率を定め、また、消防団員等の特殊公務災害に
おける補償調整率を引き上げようとするもの。

議案第 82 号　加西市行政手続における特定の 
                               個人を識別するための番号の利用に 
                               関する条例の制定について
マイナンバー法の施行に伴い、障害福祉サービスや

保険料の徴収事務等における、個人番号の利用につい
て必要な事項を定めようとするもの。

マイナンバー利用

公務災害補償

議案第 84 号　加西市立小学校、中学校及び特別                 
                               支援学校の設置に関する条例の一部 
                               を改正する条例の制定について
西在田小学校地震改築工事による校舎移転に伴い、

位置変更するもの。

耐震改築による校舎移転

議案第 83 号　加西市税条例の一部を改正する 
                              条例の制定について

地方税法等の一部改正に伴い、改正するもの。

市税

①猶予制度の見直し
②申請書記載事項にマイナンバーを追加
③減免申請期限を納期限までに変更
④たばこ税の特例税率の改正

指定管理

指定管理者 株式会社　ケイミックス
期    間 3 年（H28.4.1 ～ H31.3.31）
管理料 1 億 4,699 万 6,000 円（3 年間：限度額）

議案第 85 号　指定管理者の指定について 
                             （加西市民会館）

継続
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問 NPO 法人として初めて、未経験分野も含めた施設
管理や事業運営を担うことになるが、その人員体

制について。

答 施設長１名、管理主任スタッフ１名、事務スタッ
フ１名、常勤スタッフ１名、補助スタッフ数名程

度を一定配置する事業計画となっています。

問 制度が始まって以来、公募による指定管理を行っ
ていたものを、改めて NPO など地域の活動団体に

委ねることになった経緯は。

答「地域の施設は地域の者で」との声に加えて、体育
協会は利用者としての経験を生かした、プラスア

ルファの維持管理ができるものと期待し、提案に至った
ものです。 
 
討論【賛成】 地域団体が手を挙げるという、指定管理

開始以来の大きな段階を迎えている。他の施設がこの流
れに続けるような状況をつくるためにも、しっかりと運
営できるよう、ぜひ行政が支援していただきたい。

問 これまでの社協による指定管理の評価について。 

答 昨年度の評価委員
会では B 評価（概

ね業務を遂行できてい
る）となっており、利用
者の要望への適宜対応も
評価されています。

問 評価時に指摘された課題への対応は。 

答 施設の改善点を通知しており、そのうち技能取得
については職員が研修に継続的に参加していくと

の回答を得ています。また、生活介護の定員増と就労継
続支援 B 型事業の定員減についても既に協議していると
ころです。

問 生活介護の定員増に対して、職員配置は適正なの
か。

答 人員基準（生活介護５対１、B 型事業 10 対１）を
満たしており、問題ないと考えています。

問 指定管理者による自主事業
の提案内容と、管理運営の

組織体制について。 

答 地元野菜などの販売、かさ
いまちあそびでのハイキン

グ企画、小川を活用した子供たちが安心して水と触れ合
えるイベントに加え、自然学習や社会学習の場にするこ
となどが提案されています。

また、公園には常駐スタッフを配置し、繁忙期等には
本社幹部職員による巡回も行うとのことです。

問 利用料等を徴収して環境整備するなど、有料化の
検討について。

答 公園が非常に広く、料金を徴収できるような施設
を整備するとなると、多額の建設費・人件費等が

発生することや、施設の老朽化もあり、有料にすること
は難しいと考えています。 

問 丸山総合公園の大型すべり台をはじめ、各都市公
園にある遊具などの安全管理について。

答 施設の点検を毎日実施し、月ごとに業務報告書を
提出いただいています。

指定管理者 株式会社　清光社
期    間 3 年（H28.4.1 ～ H31.3.31）
管理料 2,132 万円（3 年間：限度額）

議案第 88 号　指定管理者の指定について 
                             （古法華自然公園研修施設）

継続

指定管理者 特定非営利活動法人　加西市体育協会
期    間 3 年（H28.4.1 ～ H31.3.31）
管理料 8,866 万 4,000 円（3 年間：限度額）

議案第 86 号　指定管理者の指定について 
 （加西市体育施設、加西市ランドマーク展望台）

変更

指定管理者 社会福祉法人　加西市社会福祉協議会
期    間 3 年（H28.4.1 ～ H31.3.31）
管理料 2 億 8,260 万円（3 年間：限度額）

議案第 87 号　指定管理者の指定について 
                             （加西市立善防園）

継続

指定管理者 神姫バスグループ共同事業体 
代表団体　株式会社　ホープ

期    間 3 年（H28.4.1 ～ H31.3.31）
管理料 4,859 万 3,000 円（3 年間：限度額）

議案第 89 号　指定管理者の指定について 
                             （加西市都市公園）

変更

アラジンスタジアム
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問 地元自治会に管理運営を任せてほしいとの声をは
じめ、地元と連携した管理の検討について。

答 規模等により、地元に管理していただいている公
園もあります。今後、より地元の声を聞いた運営

に努めます。

問 北条南保育所が廃止となった際
に、北条東こども園に地域の子

供が通えなくなることがあった。（仮称）
加西こども園は、地域に対して何か特
別の配慮をするのか。

答 地域を優先するという考え方はないものの、地元
の園に通えない事案については行政の対応が必要

と考えています。
また、（仮称）加西こども園では、地域の子供を十分

受け入れられる定員を設定しています。

問 保育料の無料化は幼稚園や保育所の統廃合や民営
化による効率化を前提とするものなのか。

答 無料化は子育てしやすい社会の実現を目的として
おり、段階的に進めていくなかで、低年齢児の受

け入れのためにも統廃合は必要だと考えています。

問 本来は宿泊施設側が利潤を見込め
るか調査するものではないのか。

答 事業者は事業者側で市場調査を行
い、収支や採算性を検討するもの

と思いますが、市としては、提案を含
めた誘致支援策をまとめていきたいと
考えています。

問 市では調査できないのか。 

答 宿泊需要や経済効果については、ノウハウのある
事業者による専門的な評価が必要と考えています。

また、人員体制と業務効率から一括業務委託が適してい
ると判断したところです。

問 今回の調査は、誘致の方針を固めた上で、その材
料を集めるためということなのか。

答 誘致を前提に、どのような優遇策をもって実施す
る必要があるのか検討するための調査です。

 
討論【反対】 誘致できるなら問題ないが、できなけれ

ば多額の費用が無駄になる。職員が PR にもっと力を入
れるべきである。

コンサル等に任せるのは主体性や責任の所在が明確で
ない。これは職員の政策形成能力の問題にもつながる。
不慣れでも職員自らが調査し、結論を出すべきである。

議案第 91 号　市道路線の認定について

北条中学校自転車通学用として整備された道路を市
道北条西上野２号線として認定しようとするもの。

市道認定

指定管理者 株式会社　清光社
期    間 3 年（H28.4.1 ～ H31.3.31）
管理料 1,968 万円（3 年間：限度額）

議案第 90 号　指定管理者の指定について 
                             （玉丘史跡公園）

継続

（仮称）加西こども園

議案第 92 号　平成 27 年度加西市一般会計補正                  
                              予算（第３号）について

補正予算

・ 企画費（6,130 万円） 
　鶉野飛行場の払い下げ費用

・ 児童福祉施設費（1,134 万円） 
　平成 29 年４月の（仮称）加西こども園開園 
　に向けた、仮設園舎の工事整備費用

・ 商工振興費（500 万円） 
　宿泊施設誘致の効果等を検討する調査委託料、ほか

宿泊施設誘致

建設経済厚生委員会では、
ホテル誘致について 

さまざまな質問や 
議論がなされました。

修正案へ
P.12
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討 論
討論とは、表決の前に賛成か反対かの自己の意見を表明することです。（発言順に掲載）

修 正 案

マイナンバー制度のメリットは、大きく２つある。
①「公平、公正な社会の実現」　所得、受給状況が把握しやすくなるため、

不当に税負担を逃れること（脱税）が難しくなる。
②「国民の利便性の向上」　年金や福祉の申請時に書類を用意する手間が省

ける。また、名前や住所がかわった場合も、マイナンバーによって個人を識別できるため、
消えた年金問題などの行政不手際も大きく改善されるものと期待できる。

１月から利用が始まり後戻りができない以上、デメリットについてしっかり対応し、
メリットをできるだけ大きく広げて、早く制度を定着させていただきたい。

そのために、行政の効率化を図り、住民の福祉や申請手続の負担を軽減するために、
市の独自利用について定めておくことは必要である。

中右憲利  議員

賛
成

可決
賛成 13、反対１

     議案第 82 号　加西市行政手続における特定の個人を識別するための 
                                    番号の利用に関する条例の制定について

マイナンバーは、分散管理や個人番号を直接使わない情報連携や暗号化に
よって、たとえ漏えいしても解析されないと言われている。

しかしながら、アメリカで共通番号として利用されてきた社会保障番号は、
多くの漏えいと悪用のために犯罪の対象となった。

連邦政府は、さまざまな手だてを尽くしたが改善しないため、今は共通番号の使用を
やめて、それぞれの制度独自の限定番号に移行している状況である。

マイナンバー制度は一つの番号にあらゆる情報を集積できるという脅威を
生む。つまりは、「国民の全個人情報を利用できる」システムを国家がつくり
得るという制度である。

憲法 13 条の幸福追求権、プライバシーの権利の面からも問題があるため、
マイナンバーの利用拡大には反対する。

反
対

井上芳弘  議員

議案の一部分が容認できない場合には、議案全体に対して反対するのではなく、委員会や議員によって
修正案を提出することができます。議員からの提出には１名以上の賛同者が必要となります。

商工振興費のホテル誘致に係る調査委託料 500 万円について、その必要性が認めがたいことから削除
しようとするもの。 

 

調査を市職員みずからが行おうとせず、コンサルタントに委託ありきの手法に疑問を感じる。客観的
な助言に頼った結果、責任の所在が不明確になるのではないかと危惧する。

コンサル任せにせず、自分たちで考え実行することが今求められている。地域のことを一番よく知る
市職員が、不慣れでもいいから主体的に調査を行った上で、ホテル誘致の結論を出すべきである。

加西市職員の政策形成力が試されていることでもあり、
能力を高めて自治体間競争に打ち勝つためにも安易に委託
すべきではない。

また、加西市に今すぐホテルが必要であるのなら、500
万円もの税金と時間をかけず、直ちに誘致に動き出すほう
がよい。 黒田秀一  議員松尾幸宏  議員深田真史  議員

補足説明

議案第 92 号修正案　平成 27 年度加西市一般会計補正予算（第３号）に対する修正動議

討論へ
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中右憲利  議員

国内外からの観光客も多くなり、近隣ホテルも飽和状態にある今、絶好の
機会を迎えている。何をするにも時期があり、半年遅れれば他の近隣自治体
に先を越されて失敗するリスクもある。

そのためには、専門的ノウハウを持つ業者による短期間でのデータ収集・
分析が必須である。次に、それらのデータを基に意向調査を実施し、誘致できる業者を
探し出すことが緊急の課題である。

また、これら調査を素人である市の職員が手早くできるはずもなく、何と
か調査をしたところで、当事者が実施した調査など信用されるはずもない。
このような調査は、社会的に専門と認められている業者が第三者として実施
してこそ説得力のあるものとなり得る。

加西市にとって念願のホテル誘致は、発展の大きな要素でもあり、迷って
試行錯誤をしている段階ではない。全力で進めていただきたい。

反
対

     議案第 92 号修正案　平成 27 年度加西市一般会計補正予算（第３号） 
                                                   に対する修正動議

否決
賛成 3、反対 11

いこいの村をはじめとする既存宿泊施設の客はそれほど多くなく、なぜ加西
市に新たにホテルが必要なのか理解できない。

また、ホテル誘致については、前市長が多方面に声をかけるも調整できなかっ
たという経緯がある。要望があれば簡単に予算計上して新しくホテルをつくる
のではなく、既存宿泊施設の充実に市税を投入してはどうか。

そして、コンサルに丸投げをするのではなく、市の現状などを一番理解して
いる市長はじめ職員が知恵を絞ってはどうか。

黒田秀一  議員

①適地調査については、行政こそが一番把握しており、提案も十分可能である。
②近隣事例調査については、近隣の小野市などから教えていただく。
③宿泊需要④既存宿泊施設への影響調査については、未知数である観光客の

需要以外、商工会議所にご協力いただければ十分把握できる。
⑤経済波及効果の算出については、二次的な問題であり、誘致の相手業者には関係が

ない。また、近隣の飲食店が多少潤うことなどは安易に予想できる。
⑥進出意向調査については、加西市の効果的な広報活動が先決である。可能性のある

業者に的を絞って、市長、副市長みずからがトップセールスをし、相手業者の心を動か
すことも可能である。

松尾幸宏  議員

賛
成

井上芳弘  議員

宿泊施設の検討は５年前の総合計画に盛り込まれていたが、当時 800 万人
であった外国人旅行者数が、H27 年 10 月時点で 1,600 万人を超えるまでに急
激に増大している。これは中心都市だけではなく全国地方都市に広がっている
と言われているところだが、加西市にまで恩恵があるのかを含め、しっかりし
た基本調査を行うことが極めて重要である。また、それは職員みずからが力を尽くすべ
きだと考える。

宿泊施設は当然必要であるとの前提だが、現在、周辺自治体との連携を進めようとし
ている今、市の枠を超えた広範囲での観光的な魅力や既存宿泊施設の利用状況を踏まえ
て検討するべきである。

賛
成

反
対
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意見書案第４号　水道施設の耐震化に対する支援の充実・強化等を求める意見書（案）

請 願
請願第４号　水道施設耐震化の推進に対する支援の充実・強化等を国に求める意見書提出の件について

阪神・淡路大震災は多くの教訓を残した。特に水道の地震対策については、「水道施設の構造を
耐震化し強くする」ことに加えて、「被災された市民の皆様に対し、救命用、復旧支援のため、生活

用に必要な量の水を届けるシステムをつくる」ことが目標となった。
その結果、配水管の漏水に対応する緊急遮断施設の整備をはじめ、生活に必要な水を届けるシステムづくりや、

水道事業者同士が相互に応援する体制づくりなど、ハード面・ソフト面の対策に努めてきたところだが、水需要
の減少に伴う経営環境の悪化などにより、水道施設の耐震化は遅々として進んでいない。

そのため、今後想定される巨大地震に備え、水道施設の耐震化の推進に対する支援の充実・強化
に努め、国や地方自治体等を含めた復旧復興体制、支援方策、水道事業者間の広域連携に必要な措
置を検討し実施することを求める意見書を国に提出していただきたい。

問 広域連携の強化と市民の参画と協働とは。 

答（請願者）広域連携の強化とは、東日本大震災の
ような大災害では、１市や１県では対応できず、

国も含めた全国的な大規模連携を図る必要があるとい
うことです。

また、市民の参画と協働とは、災害
が起こったときのために、風呂水を捨て
ずに置いておく、飲料水を備蓄するな
ど、市民の方にも災害に備える対応を
してもらう必要があるということです。

問 加西市の耐震化の状況について。 

答（加西市・上下水道課）配水池とポンプ場施設
の 14 施設は耐震化されておらず、配水管と送水

管は 449 キロのうち 12 キロ、2.6％が耐震化されてい
る。ただし、配水管の約 82％を鋳鉄管にかえたことで、
365 キロが準耐震化となっています。

今後は、残り約 10 キロのビニール管と石綿管を 5
年以内に入れかえていくことと、耐用年数である 60
年を経過した古い管を 2030 年頃から耐震化していく
予定です。

（請願趣旨）

意 見 書 案
その後、本会議最終日に提出された下記意見書案については、全会一致で可決となりました。

（議決結果）全会一致で採択（建設経済厚生委員会・本会議）

阪神・淡路大震災以後、水道の地震対策は、水道施設の構造を耐震化し強くするということに加え、
被災された市民に対し、救命や復旧支援のため、生活に必要な量の水を届けるシステムをつくるこ
とが目標になり、緊急遮断施設の整備や水道事業者同士が相互に応援する体制づくりなど、ハード面・
ソフト面の対策の充実に努めてきている。

しかし、水需要の減少に伴う経営環境の悪化等により、水道施設の耐震化率は遅々として進んで
いない。

また、阪神・淡路大震災 20 年を契機として開催された「水道災害シンポジウム」
において、巨大地震に備えるために、耐震化推進をするための水道事業者の経営努
力と国庫補助制度の充実、耐震化事業の効率的かつ効果的な実施、広域連携の強化、
市民の参画と協働、震災経験の継承、の五つの提言が取りまとめられたところである。

よって、国におかれては、巨大地震に備えるため、下記事項について早期に取り
組まれるよう強く要望する。

記

１．水道施設の耐震化の推進に対する支援の充実・強化に努めること。 
　２．国や地方自治体を含めた復旧復興体制、組織、支援方策等や水道事業者間の広域連携について、 
            減災、防災に関する必要な措置を検討し実施すること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
平成 27 年 12 月 21 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県加西市議会
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　第２５９回　加西市定例会議決結果一覧　　　　平成 27 年 12 月１日～ 12 月 21日　

　■全会一致で答申、可決、採択した議案

　■賛否の分かれた議案（採決順に掲載）　　　　　　　　　　　　　　　　○…賛成　×…反対

議　　　案

深
田
真
史

丸
岡
弘
満

原
田
久
夫

中
右
憲
利

長
田
謙
一

衣
笠
利
則

松
尾
幸
宏

植
田
通
孝

黒
田
秀
一

井
上
芳
弘

三
宅
利
弘

森
元
清
蔵

織
部
　
徹

森
田
博
美

土
本
昌
幸

議決結果

議案第８２号 
加西市行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用に関する条例の 
制定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 議
長 ○ ○ ○ ○ 原案可決 

（賛 13、反 1）

議案第８３号
加西市税条例の一部を改正する条例の 
制定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 議
長 ○ ○ ○ ○ 原案可決 

（賛 13、反 1）

議案第９２号修正案 
平成 27 年度加西市一般会計補正予算 

（第３号）に対する修正動議
○ × × × × × ○ × ○ × 議

長 × × × × 修正案否決 
（賛 3、反 11）

議案第９２号
平成 27 年度加西市一般会計補正予算 

（第３号）について
× ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 議

長 ○ ○ ○ ○ 原案可決 
（賛 11、反 3）

諮 問 第 ５ 号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

議 案 第 ８１ 号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に 
伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

議 案 第 ８ ４ 号 加西市立小学校、中学校及び特別支援学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

議 案 第 ８５ 号 指定管理者の指定について（加西市民会館）

議 案 第 ８６ 号 指定管理者の指定について（加西市体育施設、加西市ランドマーク展望台）

議 案 第 ８７ 号 指定管理者の指定について（加西市立善防園）

議 案 第 ８８ 号 指定管理者の指定について（古法華自然公園研修施設）

議 案 第 ８ ９ 号 指定管理者の指定について（加西市都市公園）

議 案 第 ９ ０ 号 指定管理者の指定について（玉丘史跡公園）

議 案 第 ９１ 号 市道路線の認定について

議 案 第 ９３ 号 平成 27 年度加西市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

議 案 第 ９ ４ 号 平成 27 年度加西市介護保険特別会計補正予算（第３号）について

議 案 第 ９５ 号 平成 27 年度加西市農業共済事業会計補正予算（第１号）について

請 願 第 ４ 号 水道施設耐震化の推進に対する支援の充実・強化等を国に求める意見書提出の件について

意見書案第４号 水道施設の耐震化に対する支援の充実・強化等を求める意見書（案）



加西市議会だより No.146 (2016.2)16

市議会トピックス
パ
ン
チ
穴
を
開
け
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
ち
ら
を
中
心
に
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

インターネット
議会中継

（ライブ・録画）

加西市議会

検索

発行    加西市議会 
編集    議会だより編集委員会 
 
〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000 
[TEL] 0790-42-8790　[FAX] 0790-43-1810 
[email] gikai@city.kasai.lg.jp

委 員 長 中 右 憲 利 副委員長 深 田 真 史
委 員 織 部　 徹 委 員 黒 田 秀 一
委 員 原 田 久 夫 委 員 丸 岡 弘 満

議会だより編集委員会 

本会議・委員会の日程をはじ
め、一般質問の通告内容や発
言順も掲載しています。 

また、インターネットによる
議会中継（ライブ・録画） 
もご覧いただけます。 

ぜひ一度、ホームページをご覧
になり、関心のある会議を 
傍聴してみてください。

■ 閉会中の委員会開催日程

■ 平成 28 年 3 月　加西市議会定例会の予定

2 月 29 日（月）
9:20
9:40

10:00

議会運営委員会
議員協議会
本会議（提案説明等）

3 月  2 日（水） 15:00 発言通告（質疑・一般質問）

3 月  8 日（火）
9:20
9:40

10:00

議会運営委員会
議員協議会
本会議（質疑・一般質問）

3 月  9 日（水）
9:20
9:40

10:00

議会運営委員会
議員協議会
本会議（一般質問）

3 月 10 日（木） 13:30 本会議（予備日）
3 月 14 日（月） 9:00 総務委員会（議案審査、予算審査）
3 月 15 日（火） 9:00 建設経済厚生委員会（議案審査、予算審査）
3 月 16 日（水） 13:30 総務委員会（予備日）
3 月 17 日（木） 9:00 建設経済厚生委員会（予算審査）

3 月 24 日（木）
9:20
9:40

10:00

議会運営委員会
議員協議会
本会議（最終日：委員長報告・採決）

月　　日 時  間 会　　　　　議

2 月 2 日（ 火 ） 10:00 建設経済厚生委員会

2 月 9 日（ 火 ） 10:00 総務委員会

月　　日 時 間 会　　　　　議

12 月議会を終えて 
　今期定例会の審議では、質疑が 4 名、一般質問では 11 名と多くの議員が質問に立たれ市
政を質されました。また、各委員会においても活発な意見が述べられました。中でも公共
施設の指定管理者の指定において、4 度目にして初めて地域の NPO 法人がその任を担う
ことが決まりました。地域のことは、地域で解決していく、ふるさと創造会議と同様に、
地域創生にふさわしいものになっていくと考えます。

また、補正予算でのホテル誘致調査業務委託費について、修正案が出る中、討論におい
ては、高い専門性やノウハウが必要な業務を民間に委託するのがよいのか、市職員が行政
のプロとして直接業務を行うのがよいのかといった、賛否織りまざった議論がなされました。

議会基本条例の中に、議論を尽くし合意の形成に努めるとうたっております。今回は討議
までいかなかったのですが、これからも論点を明確にした活発な議論を期待いたします。

三宅利弘 議長


